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痕 ー
子 ど もの 権 利 条 約 ネ ッ トワ ー ク の 呼 び か け に よ り開催 さ れ て き た 「子 ど もの 権 利 条 約 フ ォー ラ ム 」 は 今 回 で 第 16 回 とな る 0 今 年 は 11月 23

日、24 日の両 日、 三重県 津市 で 開催 され、 オー プニ ング及 びエ ンデ ィ ング全 体会 の ほか、22 の プロ グラムが 行 われた。 子 ど もの権 利条 約 ネ

ットワー クは、 代表 の喜 多が 「み ん なで知 ろ う ！こ ど もの権利 条 約」 を オー プニ ン グで 講演 、2 日目の分科 会 で は 「子 どもの権利 条約 入 門

ワー クシ ョップ」 を開催 し、 子 どもの権 利 条約 の普及啓 発活 動 を行 った。

「人権 意識 を深 め る機 会 に」「子 どもの権利 条例 づ く り」「子 ど もの参 画」 の テー マ の もと、30の地 元市民 団体 と行政 が連携 し進 めて きた

今回の フ ォー ラムは、三重 県 内の 『子 どもの権利 条刷 づ くりへ の大 きな推進力 の意義 を もつ。 子 ど もの参画 に よって 「子 どもとお となが共

に学 び歩み なが ら条例づ くりに向かいた い」 とい う思 いの具現化 を目指 した。

当 日は、子 ど もが 日常 活動 してい る実行 団体 に よって、様 々な イベ ン トが 行 われ、延 べ 1，200 名の 子 ど もとお となが参加 した 0

オ ー プ ニ ン グ セ レモ ニ ー で は 、 野 呂 三 重 県 知 事 と松 田 津 市 長 が 挨 拶 し、 こ の フ ォー ラ ム の もつ 意 義 が 深 い こ と、 ま た 「ま ち づ く り」 に と

っての子 ども施 策の重 要性 を語 った。

子 どもサ ミ ッ ト
～“新 しい時代の子 ども参加 の息吹，，を感 じて～

「ぽ くの 父の 時代 は、あ き らめて しま ってい た。 しか し、ぽ くた

ちはあき らめ ない。 自分 に誇 りをも って生きて いき たいか ら……」

父親の出身が部落であることを話 しなが ら、自分たちの生き方を

率直に語 り合っている子ども・若者たちの姿に誰もが感動 した。過

去にと らわれる こ とよ りも今 と未 来 に生 きる子 ども・ 若者 の姿 がそ

こにあ った。 フロア か らも、つ ぎつ ぎに子 ど もや若 者の発 言が 出さ

れた。普 段は おとな に気 を使 ってい て、吐 き 出 した い気持 ち をおさ

え込んでいた子どもたちの気持ちが彼 らの発言をきっかけとして一

気に噴 出 した 。そ こには 、い じめや 家庭・ 学校 生活 、教師 や親 との

折り合 いがつ かな い悩 み など を切々 と訴 えつ つ、 どこか で く じけて

自分 を見 失 ってい る自分 を今一 度奮 い立 たせ て、誇 りを取 り戻 して

生きていきたい、という子ども・若者同士の共通の思いがあった。

コー デ ィネ ーター の浜 田さん か らは、「発言 は2 0 歳以下 の方 に お

願い したい」 とい う 「対 話の ルール 」が 伝え られて いて 、話 した が

って いるお となた ちに 「自制 心」 を うな が した。そ の結果 、三 重の

子ども・若者たちの実像がそこに見事に浮かび上がっていたように

思う。会場の輿には、各地区で集めた「子どもの声のツリー」がた

くさん飾 られ てお り、三 重か ら発信 され た “新 しい時代の 子 ども参

加の息吹－を十分に感じ取ることが出来た。

（喜多 明人 ：子どもの権利条約ネ ットワーク代表）

会場 に は た くさ んの子 ど もの声 が
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子ども サ ミ ッ トのパ ネ リス トたち

僕 は 、実 はサ ミ ッ トに参 加 す る の が ち ょっ と嫌 で した 。

（笑） お母 さん にい きな り連れ て行 かれ て や らされ てい る感

じだ ったんで す。 しか し、会 議を重 ねて い くうちに 、どん ど

ん自分 か ら参加 して 、自分の情 報 を発信 してい きたい と思 い

始め ま した。 自分 か ら発信 してい きたい 、サ ミ ッ トに参 加 し

たい と思 ったの は、な んと言 って も、美 味 しい手 作 りご飯が

あった か らこそ 。会議 に行 くの が楽 しみ にな り、あ りの まま

の自分 を発信で きたの だと思 います 。そ してなん と言 っても

サミ ッ トメンバー と浜 田先生の おか げだ とい う事 ！サ ミ ッ ト

のメ ンバ ーには 、とて もいい話 を聞 かせて も らい、 自分 にプ

ラスになる事 ばか りで 、とてもた めにな りま した 。

サミ ッ ト当 日は、最年 少 と言 う事 もあ り、話 しはめ ち やく

ちやで 自分 でも何 を話 してい るのや ら正直 わ けがわか りませ

んで した 。舞台 に座 っている だけ。初 めて あんな 大き な舞台

に上 が ったので とても 緊張 したけれ ど、 とても いい経験 が出

来たなあ と思 っています 。も っと人 の前で話 す経験 をつん で、

しっか り話せ るよ うにな りたい と思いま した。

最後 に、僕 のめち やくち やな話 を聞い て くださ った皆さん 、

ありが とう ござ いま した。また こうい う機会 が あ った ら参加

して、た くさん の情報 を発信 して いきた いと思 います 。サミ

ッ トメ ンバーの皆 さん 、とて もい い話 を聞 かせ て くれ てあ り

がと うござい ま した。 また、 ど こか であ った らよろ しく。浜

田先生 、いろん な話 、いろん な国の 子 どもの ことを教 えて頂

きあ りが とうござい ま した。（中川大夢 ）

参加 しよ うか ど うか、悩み に悩ん だ子 どもサ ミ ッ トは大成

功だ ったと思い ます。 僕 自身 が言 いたい事 を言 えた し、皆の

言いた いことも 聞けて 、僕 にと っては勉強 にな る ことばか り

でした。

喜多先 生の話 のあ とで 自信 もな く、逃 げ出 したい衝動 で一

杯で した 。「今の 気持 ち」 と浜 田先 生 に聞 かれ て、 迷 う事無

く逃 げたい と言 うと会 場 に笑 いが起 きて 、不安 な気持 ちが少

し落ち着 きま した。多 分、僕 らパ ネラー が言 いたい ことを言

えたの も会場の 雰囲気 が良 か った か らだ と思 います。事 前の

打ち合 わせでパ ネラー 四人 は共通意 識 を持 って、言 いたい こ

とは言 お う、 と思 っていたの で はないだ ろ うか。少な くとも

僕はそ う思 ってい ま した。

僕の 話 した 「勘違 い」の話 は僕 の予想 に反 して、会 場 に受

け入れ られ ま した。そ もそ も、 こんな話 を してもい いのだ ろ

うか 、と思い つつ前 日に製作 した カンペ 。教職 員や大 人を敵

に回すかも しれな いとも、言 いた い ことが言葉 足 らず でそれ

こそ勘 違いさ れた らとも思 いま した。僕の 話が 反感 を買わな

かったのは フ ォロー して くれた浜 田先生 のお かげだ った と思

います 。

終 わ ってみ る と、も っと言 い たい ことがい くつも 出てき た

し、大 人の意 見も聞 きた いとも思 いま した。 これか らも続 く

だろう子 どもの権利 条約 フ ォー ラムの 中で 、も っとも っと子

どもか らの発 信 を大 人 に受 信 しても らいた くな りま した。僕

はど うい う形であ れ、 これ か らもー人の ユー ス と してあ りの

ままの 自分 を包み 隠さず 発信 してい こ うと思 いま した。そ し

蛙
僕が子 どもの 発信 を受け入 れ られ る大人 にな ろ うと思 い

子どもの 権利 条 約 第 94 号・ 20 08年 12 月 15 日号

ました。（竹 内直人）

私は 同和 問題 とそ れ に対 して の両 親 との 関わ りの話 を しま

した。私 の話 を聞 いた人 が、少 しで も同和 問題 や 自分 の親子

関係 を見つ めるき っかけ になれば嬉 しい と思い ま した。正直 、

パネ ラー と して参 カロす る こと を躊躇 った時 期 もあ りま した 。

人前 で 自分 の カミ ングア ウ トを する ことで 、後で 軽蔑 される

のでは ？差別 される ので は ？と考 えた か らです。 しか し、そ

れは妄想 で した 。話終 えた 後、本 当 に多 くの 人か ら『感 動 し

た。』 な どの 嬉 しい声 をいた だきま した。 中で も、 r自分 は外

国人 だけ ど、ブラ ジル に生 まれた ことを誇 りに持て るよ うに、

中谷 さんの よ うに頑張 ります。話 を聞 いて勇気 を も らいま し

た。』 と言 う言葉 を も らった のは 印象 的で した。 今 回の子 ど

もサ ミ ッ トで 、全国 には 自分 と同 じように熱 い気持 ち を持 っ

た仲 間が大 勢 いる ことに勇 気を も らい ま した 。私 は来年 、大

学を卒業 し、新 しい世 界 に旅立ち ます が、 これか らも 自分・と

いう人間 を堂々 と誇 りを持 って生 き続 けて行 こ うと、改 めて

決意 しま した 。

私 は、人 と人 との繋 が りの中で 、肩書 きや 階級・ 年齢 なん

かで、人 を判断 した くない と思 ってい ます。人 を権 力で抑 え

つけた り、肩書 きでみ て くる大人 には 、自分の 心を 開 こうと

は思 わな い。子 どもサ ミ ッ トのパ ネラー の仲 間は、 あ りの ま

まの 私を受 け止 めて くれた 。真剣 に話合 い、笑 い合 い、泣 き

合った仲 間。だ か らこそ、 みんな に対 して 自分 も素 の 自分 で

いるこ とがで きま した。私 は これ か らもこん な仲 間を増 や し

ていきたい し、誰か を支える人 であ りたい。（中谷紀 宏）

初 めは 、大勢 の人前 で何 かを伝 える なんて 自分 には、無 理

だな あと思 っていま した。不 安も ー杯 で した が、本 番 に近 づ

くにた び に心配 や不 安 は、 な くな って いき ま した。 それ は、

サミ ッ トを一緒 に してきた皆 の存在 があ った か らだと思 って

います。 そ して 本番 を迎え て ドキ ドキ は しま したが 同時 にワ

クワクも しま した。今 まで では考 え られ ない感 情で した。 お

かげさ まで （ ？） 本番 も大成 功 です ご く充 実 した2 日間で し

た。

フ ォー ラムを終え て、また普 通の生 活に戻 ったわ けですが、

私の中 に安 心感 、 自信 、心 のゆ と りが 出来ま した。 あと県 外

の仲間 も でき ま した。今 は、元 気 で毎 日を過 ご して い ます。

それも総 て皆様 のお かげ だと思 って います。本 当 にあ りがと

うござい ます。

サミ ッ トを始 める前 も終 わ った 後も 、私が皆 に伝 えた いの

は「あ りが とう」なん です 。また 皆さ んにお会 い 出来る 日の

を楽 しみ に していま す。そ れまで わた しの ことを忘 れな いで

下さいね 。そ して会 った時 には 「久 しぶ り」 って声 をか けて

くださ い。皆 さん に会 えた事 、 お話出 来た事 、本 当に嬉 しく

思ってい ます。あ りがと うござい ま した。（浅井朋 香）

励ま し役か ら見た 「子どもサミ ッ ト」

浜 田 進士 （子 ども フ ァシ リテークー ）

子 ども・ 若者の語 りは 、4 0 0 人近 くいた県 庁講堂の 空気を

温か く した 。フ ァシ リテ一夕ー （励 ま し役 ）を何 度も してき

た私 にと っても 、それ は初 めての体 験だ った。彼 らの語 りが、



おとな に染みわ たる ように伝 わ り、全国各 地の子 どもたち の

語りを 引き 出 してい った 。 ど う して 「子 ども サミ ッ ト」 は、

こん な当 日を迎 える ことが できたの だろ うか。

サ ミ ッ トの 3 か月前 、 N P O の推薦 な どで集 ま ったパ ネ リ

ストと私 の打 ち合わ せが始 ま る。5 回 にわた る話 し合い は以

下の よ うに流れ てい った。 第 1 回 「安 心で きる場 と関係 をつ

くる」（8 時間）、第 2 回 「安心 して自分の 思いを 自由 に語る」

（3 時間）、第 3 回 「会場 の下見」（2 時 間）、第4 回 「サ ミ ッ ト

で自分が 話 したい こと を語 る」（3 時 間）、第 5 回 「そ れぞ れ

の大切な思いをつなげる」（6 時間）。小林さん （松坂子ども

N P O セン ター）が私 とペ アを組 んで進 める とと もに、秋 山

さん ら事務 局が毎 回夕食を準備 するな ど後方支援 を担 った。

「 じっ くり時 間をかける こと」そ して 「温か いご飯 と雑 談」

がパネ リス トの 自己開示 を促 した。 その 自己開示 が他 のパ ネ

リス トを触発 し、お とな に力 を与 えて くれた。 なか でも浅井

さんの 問いか けは強烈 だ った 。彼女 は、サ ミ ッ ト直前 にな っ

て突 然や る気をな く して しま ったの だ。沈 黙の あと 、その理

由をあき らめず に語 って くれ た。彼女 の発 言を聴 か され、進

行役 の私た ちは傷 ついた 。で も、「語 って くれ てあ りが とう」

と言 え た。 そ こか らみ ん な の 意見 が い っ ぱ い噴 き 出 した 。

「 周 りか ら浮い ても いい 。 しん どか った ら しん どい って 言え

オー プ ニ ング は フ リー ス クール 三 重 シ ュー レの子 ども によ るバ ン ド演 奏

一日目の最 後 は交流 会 で 、多 国 籍料 理 で 詰 も はず む

ばいい。空気を読めな くてもい い。違和感があれば、 rあ

る！』 って言え ばい い。お となの 期待 に応え よ うとする必 要

はな い。会 場の ふんい きを壊 した り、誰 かを傷 つ けた り して

もかま わな い」。 お互 い そ こまで言 え る関 係 がで きた か らこ

そ、私 たち は「当 日はどの ような結果 にな って も失敗 はない、

言いた い こと言 お う」 と信頼感 を獲得 したのだ と思 う。

会場 に 展示 され た た くさん の 「子 ど もの 声 の ツ リー」

子どもの権利 条約ネ ッ トワーク2 0 0 8 in みえ

開催 プログラム

野呂昭彦三重県知事の挨拶 （一部抜粋）

「第 1 6 回子 どもの 権利条 約 フォーラム2 0 0 8 in みえ」 が盛 大に開催 され ま した ことをお喜 び申 し上 げます。

三 重県で は、本 年4 月 に こども局 を設 置 し、子 ども に関す る施策 を一元 化す る ととも に、子 ども 自身の 育つ 力を育 む

とい う視点 をカロえ て政策 を進 めてい ます。 その特徴 的 な取組 と して 、子 どもの声 を徹底 して 聞き 、その思 い を しっか り

汲み取 りたいと思 い、 こども会議を スター トさせま した。

来年 以降 も この こども会 議 を継続 し、県 と して その成 果を 、いつか 宣言 あるい は条例 とい った形 でま とめ られた らと

思って います。

これ か らも、一番 の主役 であ る子 どもた ちに しっか り接 しな が ら主体 的な 意見 を聞 くと同時 に 、子 どもに関 わる多様

な活動 をされてい る、 N P O や市民の皆 さん と連 携 して取 り組ん でいきた いと思 っています 。

子ど もの権 利条 約 第 94号 ・ 200 8年 12 月 15 日号

』

プログラム 主催団体

オープニンク全体会

フリースクール三重シューレによるバンド演奏

講演 「みんなで知ろう に どもの権利条約」（喜多明人）

実行委員会

子どもサミット 「チャイルドライン24」実施組織

交流会 実行委員会

親育ち支援プログラム 憫 なびワーク」 ′三重県健康福祉部こども局こども未来室

子どもに寄り添うおとなのための講座 実行委員会

バリアフリークッキンク ・カフェ F10W e「＆L．U ．Lh ter［athonal

親子が共に育つ保育プログラム　 プレイセンター NPO法人体配矧 ま☆こどもスペース四日市

工ンパワ⊥メントワークショップ

小学生による小学生のためのほめ合うワークショップ 子育ち広場∴ドロップ in

気持ちを表現するワークショップ

ユースが受ける大人の相談コーナー
（特）くわな子どもネット

一緒に話そう大切なわたし大切なあなた （特）松阪子どもNPO センター

子どもの権利条約入門ワークショップ 子どもの権利条約ネットワーク

カンボジアの子どもと子どもの権利条約 （特）国際子ども権利センター大阪事務所

伝えようあなたの気持ち～伝えるってむずかしいよね～ （特輝 子どものNP Oセンター

親が変わる教師が変わる、それが出発点 アドラー心理学学習グループ 「ルマーヰタ」

子どもの権利条例づくりを展望して 実行委員会

子どもの広場 実行委員会

語り合おう　 子どもの本音　 親の本音 実行委員会

チャイルドライン夢メッセージ展
チャイル ドライン支援センター

「チャイルドライン24 」実施組織

子どもの声展示 実行委員会

オレンジリボンツリーコンテスト
三重県健康福祉部こども局こども家庭室

企画運営：三重県子どもNPOサポートセンター

団体展示ブース 実行委員会

同時開催企画 「里親子シンポジウム」 （特）三重県子どもNPO サポートセンター



子ども・ ユースが企画 した分科会

（ 特） くわ な子 ども ネ ッ ト

「気持ちを表現するワークシ ョップ」

「ユースが受ける大人の相談 コーナー」

この企 画を作 る にあ た って 私た ちは何度 も話 し合 いを して

きま した。少な い時 間の中で なか なか案 がま とま らず大変 な

面も多 か ったで すが 、当 日参加 者の 喜ぶ顔 をみ て この 企画 を

やってみて 本当 に よか った と思い ま した 。（武藤 拓 真・ 大学

3 年）

今回 この企画 を通 して改め てわ か った ことは人 権の 大切 さ

や相 手の 気持ち に気づ く 「心」 の重 要さで した 。この企 画 を

作りあ げる ま で に何度 も 話 し合 い ア ドバ イ ス もも らい なが

ら、 どの よ うにすれ ば参 加者 にわ か りやす く伝わ るか 計画 を

立てま した。当 日は ボー ルを言 葉 にみたて 色々な 投 げ方 を し

て、相手 の受 け止 め方 を理解 しあ いま した 。普段 は何気 な く

言葉 を使 ってい ますが 、 この ワー クシ ョップに よ って これか

らは相 手の 立場 を一 番 に考え た いと思 うよ うにな りま した 。

この頃起 こ つて いる数 々の悲 しい事 件は気持 ちの すれ違 いが

背景 にあ るよ うな 気が します 。沢山 の人が相 手の気 持 ちを く

みとれるよ うになれば いいな と思 います。（山本裕 美・高 2 ）

私は普段 くわな 子 どもネ ッ トな どで託児 ボラ ンテ ィアを中

心に活動 してい ます。 フ ォー ラムで フ ァシ リテー ター をする

こと にな りま したが 、初 め はち やん とで きるか ど うか不 安で

した。何度 もユ ースの仲 間 ととも に話 し合 いを重 ね形 が決ま

ってい き、当 日大 成功 する ことがで きま した。参カロして くれ

た子 どもたち に 「人 はいろん な気持 ちにな り、 どの気持 ちを

大切 なんだ」とい うことを伝 えるこ とが でき嬉 しかったです 。

今後 もい ろんな こ とに挑 戦 して いき たい です 。（島 田愛 弓 ・

高3 ）

（ 特）津子どもN P O センター

「伝 えようあなたの気持 ち

′－伝えるってむず しいよね一－」

至 った経緯 ：現代の社会 にお いてアサー テ ィブ （自分の要

求や意見 を、相手の権利 を侵害 する ことな く、吉成実に率直 に

対等 に表現 する こと） が必要 だと思い アサーテ ィブを多 くの

人に知 っても らお うと企 画 しま した。

分科 会の様子 ：午前 寸劇 を踏 まえてア サーテ ィブの説 明を

しま した。思 った よ りも参カロ者の 方か ら多 くの意 見 をいただ

いて話 す ことがな くな りそ うにな りび っく り しま した 。午後

は恋 愛、家族 、学校 、フ リーと年 齢性別 関係な く分 かれて集

醍
話 し合 いを しま した。 そ こで 、 自分・とは違 う立場 の方の

子どもの権 利 条約 第 94号・ 2 008 年 12 月 15 日号

話を 聞 いた ら相 違 が あ った り して 、「そ うや ったん か あ～」

つて気付 きを得 てい る方も いま した。皆 多 くの もの を持ち帰

つて も らえたん じやな いか と思 って います。

やって ど うだ ったか ：達成 感が非 常 にあ りま した 。アサ ー

ティブが何 のた めに必要 なの か、 ど う して今 アサー テ ィブな

のかを何時 問も かけて議 論 してき たの で参カロしてい ただ いた

皆さん か らの反響 が とても！蛮しか った です。

ユ ース 6 人で 行 った ことに意 味 があ ったん じやない か と思

いま す。

子育ち広場∴ ドロップ in

「小学生 による小学生のためのほめ合 う

ワー ク シ ョップ」

子 育ち広 場 ∴ ドロ ップ in は 自然 体験 や様々 な体験 を通 し、

自己 肯定感 が育 まれる こ とを大切 に して います 。子 どもの権

利条 約 フ ォー ラム 2 0 0 8 in みえ で は、「ス タ ンプラ リー に

挑戦 しよ う ！」 と 「小 学生 による小 学生 のた めのほ め合 うワ

ークシ ョップ」 を企画 しま した。最 初 はいつ もの通 り、大 人

も含 めてす る ことを考 えて いま した。実 行委員 会での 話 し合

いの 中で 、子 どもたち だけ でする とい うと ころに立 と うと思

いま した。が 、なかな か立て ません。 その上 、 1 1 月8 日の 製

作日には意 見が衝 突 し取 っ組 み合 いの ケンカ にな りそ うにな

りま した。当 日こんな状 態だ った らどう しよ う。大人の 方は 、

不安 が増 してき ま した 。大人 の関 わ り方 が問 われま した 。そ

の不 安は子 ども達 が角牢消 して くれ ま した 。 1 1月 1 5 日に登 山

の予定が雨 のた め登れ ず、 いつも の朝 明茶屋 キ ャンプ場 で過

ごすこ とにな った時 、 自分 たちで 好き な遊 びを考 えだ し遊び

きる姿を見 て 、子 ども 自身 の持つ 力の す ごさ を思 い知 った気

がしま した 。そ こで は、ケ ンカや小競 り合い はあ りま したが 、

誰かが うま く止 めて いるの です 。下手 に大人 が入 って力 ず く



で止 めよ うと した 時に は、な かなか おさ ま らな か った 怒 りの

エネル ギーが 、 自然 の中 で癒 さ れ、友 達同 士で解 決で きるの

です。子 ども達 自身 がま さ しくエ ンパ ワ メン トす る姿 に子 ど

も達 に任 せて いいん だと思 えま した。 フ ォーラム 当 日も子 ど

もたち は自分た ちな りに ワー クシ ョ ップを進 め、 スタ ンプラ

リーも違 う遊 びに展開 して しま った けれど思い っき り楽 しみ 、

エンデ インク全体 会で は 自 らの意 思で舞 台 に出て話 す ことが

できま した。今 まで どれだ け周 りの大人 が子 どもの可 能性 を

奪ってきたか を実感 したフ ォー ラムで した。（市川千 鶴子）

みえフ ォー ラムの子 ども参画

～「子 ども実行委 異」 ではない取 り組 み～

取 り組 む フ ォーラ ムの あ り方 を端的 に示 す 実行委 員会 を 、

あえ て、子 ども と大人 を合 同に しな か ったのも 、又、別 々 に

立ち上 げ なか ったの にも 、そ れな りの理 由（わ け）があ りま し

た。

日常 思 っ て い る こ と を じ っ く り 語 り合 う ワ ー ク シ ョ ッ プ も

当初 、実 行委 員会 に子 どもの 姿 がな い ことで 、「誰 の ため

の権 利条 約 フ ォー ラ ムなの か ！！」 と、 お叱 りや ご批 判 をい

ただ いて いま した。私 たち 自身も 実行委 員会 への子 ども参 画

は当舞§と考 えて お り、 いつ 、どん なかた ちで具 体化 する こと

がベス トなのか 、事務局 長 と話 し合 っていま した。

フ ォーラ ムの一 つの柱 「権 利条例 づ く り」 を呪ん だ時、 で

きるだけ県内の広域の自治体・団体・個人で実行委員会を構

成した い と考 える のは当然 で す。 この図式 を子 ども実 行委員

のあ り方 に当 ては めてい くと、日頃活 動 してい る集団 を中心

に拡げ てい く大 人の 場合 と は異 な り、 どう して も地域 か ら選

出され た格好 で子 どもた ちは中 央 に集 め られ、そ こだ けの取

り組み にな りかね ず、それ で いいの かと頭 の中で 押 し問答が

続き、子 ども にと っての 日常 は地域だ と当 た り前 の ことに行

き着き ます。 彼等 が生 活（くら）して いる現 場 でこそ 活動 は展

開されて い くべ き とい う結 論 に到 達 した とき、実行 委員会 と

して準備 するの は、当 日子 どもた ちが大 人 に支配 されず監 視

もされ ず、 自 由が保 障 され る 「子 ども が主体 者 にな れる場 」

とい うこと にな ります 。

しか し、 云 うは易 く行 うは難 しで、担当 を担 って きた子 ど

もの社 会参加 ・参画 グル ー プの メ ンバー は、 とい うよ り全 て

の大人 に当 てはま る こととも いえそ うです が、 なかな か本質

をつか みきれ ず、事 務局長 は苦 労を してい ま した 。実行 委員

会でも何 度も仕 切 り直 しを しな が ら当 フ ォー ラム のも う一つ

の柱 「人 権 （権 利） 意識 を深め る現場」 さな が らで多 くの学

びを得て いたよ うで す。（実行委員 長）

エンデ ィ ン グで は、 県外 か ら参 加 の 子 ど もか ら lみ え ピース 」

子ど もの権 利 条約 第 94 号・ 200 8年 12 月 15 日号

』



カンボジアの亨 どもたちと子 どもの権利条約

僕た ち国際子 ども権 利セ ンター （通称 シー ライ ツ） は カン

ボジア で起 こつている子 ども の人身 売買 や、子 ども買 春の予

防の取 り組 み に子 ども 自身が 参加 してい るS B P N（学校 をベ

ース に した子 ども の権 利 を守 るネ ッ トワー ク）を支 援 して い

ます。

今回の フ ォー ラ ムでは第 9 分 科会の 「カ ンボ ジアの子 ど も

たち と子 どもの権 利条約 」 とい うワーク シ ョップをさ せて い

ただ きま した。午 前午 後 で2 回行 い、合 計 約 1 5 名 のお とな

や子 ども と一緒 に子 どもの権利 を学 ぶ ことがで きま した。 ワ

ークシ ョップは カ ンボジアの クイ ズや子 どもの 現状 を写 し

た写 真を見 たあ とで、 カンボ ジアの とある村 に や って きた怪

しい人 に騙 され、人身 売買 の犠牲 にな って しま う少 女の ロー

ルプ レイ （寸劇 ） を見 て 、その 中で どのよ うに子 どもの権 利

が守 られて いなか ったか をユニ セフが 作 った 国際 条約で ある

「 子 どもの権 利 条約」 が 描か れた カー ドを見 なが ら考 え 、話

し合 いま した 。また 、今の 自分だ った らど うい う権 利が特 に

必要 なのか を、カー ドの中 か ら選 び ま した。最 後 に先ほ どの

ロール プ レイ の続 きと して、 少 女 は助 け 出さ れ 、最 終 的 に

S B P N で子 どもの権利 を学ぶ ことが できた とい うことを寸劇

を交え て伝え 、子 どもの権 利条約 の内容 を説明 しま した。 こ

のワー クシ ョップを通 して、カ ンボ ジアの子 どもの 現状 を矢口

国 松 友 樹 （（特）国際子ども権利センター）

つて も らった と同 時 に、 同条約 は 外国 の子 ど もだ けで な く、

何よ り身 近な存 在で ある 日本の子 ど もにと っても 大切 なもの

とい うことが伝えれ たと思 います。

確 か に外国・ と くに開発 途上 国 と呼 ばれ る国 に暮 らす子 ど

もの中 には、本 来当た り前 のよ うにあ るはず の権 利を た くさ

ん侵害 され てい る こと が少 な くあ りませ ん 。事 実、 僕 が 15

歳の頃 にス タデ ィツア ーで 訪れ た初 めて の海 外 、 タイ ‾ごは 、

路上 で花 を売 った り、物乞 いを して暮 らす子 どもや 、経済的 、

環境 的な 問題か ら学校 に行 けない子 どもな ど、 日本 で はまず

ありえな い境遇の 中で生 き る同年代 の人 間の 姿を みて、大 き

なシ ョックを受 けた ことを覚 えて います 。その シ ョックを抱

きつつ、 日本 に帰 って か らはシー ライ ツや、多 くの 団体 か ら

世界の 子 どもの現 状を積 極的 に学 ぽ うと思 うよ うにな りま し

た。

それ か ら3 年後 の今、僕 は 18 歳 で、子 ども とおとなの 間に

いるよ うな存 在 と自己認識 して います 。（条約 では 1 8 歳 や未

満寸が子 どもと定義 され てい るため ）世 間では まだお とな と

認め られて いない今 だか らこそ 、社会・ おとな・ そ して子 ど

もに向 か って、すべ ての子 どもは、生 き 、育ち 、守 られ、社

会に参加 す るこ とができ るんだ ！とい うことを これか らも伝

えていき たいです 。

親子が共に育つ保育プ0 グラム プレイセンター

上 田 真 紀 子 （N P O 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市 プレイセンター担当）

今回の フ ォー ラムで は、 プ レイ セン ターにつ いての 展示等

と子 どもの遊 び場、体験の 場を開 きま した。

プ レイ センタ ーはニ ュー ジーラ ン ドで広 く普及 した 就学前

保育機関の一つで、保護者自身がその運営と保育を担い、実

践に必要 な学び を重 ね る ことで保護者 自身 のスキ ル ア ップ や

社会参 画の場 にもな って います。

当団 体で は 自立 支援 型 の子 育て支 援 を 目指 して きま した 。

2 0 0 1 年のニ ュージー ラ ン ド視 察 をき っかけに 、保護者 自身

の主 体的な 活動 と、子 どもの主 体を大切 に した遊 びの場 、親

と子 の 自立 的な関係 を築 くファース トステ ップ と して 、プ レ

イセンタ ー活動 を始め るこ とにな りま した 。まず 、保護 者 自

身が動 くた めに様々 な働き かけの後 、準備 会 を経 て2 0 0 5 年

に立 ち上 げま した。

プ レイセ ンター は会 員制 （定 員 ：1 5 組 ） で 、親が 保育 と

運営を担 います 。特 に、会 員の 中か ら5 人 程度 の親 が運 営委

員とな って 中心的な 役割 を果た してい ます。 活動 は子 どもの

『 あそびの場 』 と親の 『学びの場 』か らな ってい ます。

『あそび の場』 は、子 ども達 が 自由 に遊ぶ ための場 で 、毎

週1 ～2 回開催 してい ます。 子 ども達 の五 感 を刺激 す る様 々

ぱ≡芸
り揃 え 、子 ども 達 はそれ らを自由 に使 って遊 び、

権利条約 第 9 4号・2 008 年 12 月 15 日号

大人 は見 守 り、 時折 手 助 け を しま す 。ま た 、『あそ び の場 』

は互 いの子 どもを “預 か りあ う” 場でも あ ります 。

『ま なび の場 』は 、親 が活 動 に必要 な 矢口識 や考 え を学 び、

お互い に分 かち合 うた めの場 です 。救急救 命法 や子 どもの 発

達についての講座 や 、親 子で遊 びを体験 する ワーク シ ョップ 、

子ども の 権利 な ど につ い て の学 び な ど様 々 な テー マ で年 間

10 講座程 度開催 してい ます。

活動開始か ら4 年。まだまだ試行錯誤の連続で発展途上の

活動 ですが 、そん な中 にこそ 、子 どもの権利 や 自分 自身 の権

利を意識 する機会 が多 く、学んで ばか りの 日々です 。



シンポジウム

「子どもの権利条例を展望 して」

田部 眞 樹 子 （子どもの権利条約フォーラム2 0 0 8 in みえ 実行委員長）

当 フ ォー ラムの柱の 一本 であ る 「子 どもの権 利条 例づ くり

のシンポ ジウムを どう構成 する か」な んて深 刻 に考 えた と こ

ろで 、さ して多 くの選 択肢 があ る訳で はあ りませ ん。 しか し

夢だ けはで つか く県 内すべ ての 自治体 に子 どもの権 利条例 と

オ ンブ ズパー ソンの 制度 を作 りたい と願 ってい る私 たち は 、

実行委員会に参画下さった5 つの行政 （県、津市、鈴鹿市、

松阪 市、名張市 ）のす べての 担当者 にパ ネラー にな って いた

だきた いと考え ま した 。 しか し、そ れぞ れの行政 にはそれ ぞ

れの事情があり、結果、三重県・津市・名張市の担当者に落

ち着 いて いきます。

県 内 でた った － ケ所 す で に条 例 が制 定 さ れ て いる 名 張市

は、議員 立法で作 られ た経緯 があ り、そ れだ けに行政 や市民

のもの にする難 しさ を抱 え気 味で ある とかな いとか …。巷の

噂もあ った り しま した。そん な名 張市か らは行政 や市 民、子

ども 自身の 条例 に して い くた めの 努力が担 当の米 山 さんか ら

熱く語 られ 、担当課の熱 意 に頼 も しさ を感 じま した。

ア ドバ イザーの 山梨 学院大 学教 授荒牧 先生か らは 、名張の

場合 「子 ども条例 」で 条例の名 称 に 「権利」 は吉匡われ ていな

いもの の 、読み込 んだ 時、い わゆ る健全育成 で はな く、権 利

が保 障され て こそ 子 どもが健全 に育 つ意味 が読み 取れ るもの

であ るな どの コメン トがあ りま した 。又、早 稲田大 学教 授喜

多先生 か らは、どの 自治体 にも共 通す る ことと して 、行政 の

持つ宿命 、担 当者の交 代 によ って大 き く事態 に変化 が生 じる

残念さが語 られま した。

三 重県 は今年度 、私 たちが切 望 してや まな か った こど も局

が新設 され 、知事 も 事あ る毎 に こ ども局 設置 の思 い と共 に、

「 条 例」 にな るか 「憲 章」 にな るの か それ と も 「宣 言」 な の

かは決定 されて いない が、何 らかの かた ち に したい とい う考

え方を示 し続 けていま す。当 フ ォー ラム にも来 賓と して ご出

席下 さ りご挨拶 の中心の お話 しでもあ りま した 。

こども局 未来室 副室長 中 山さん は、そ れを受 けての 発言 を

基本 に しな が ら、見 通 しが定 ま りき って いない状 況で はあ る

が、積み上 げ式で 作 って い く方向の 一致 はみて いる こと。具

体的 動 き と して ハ ガキ で子 ど も たち の 声 を集 め た り（現 在

1 ，5 5 5 通 。夢 の部 分 は ホー ムペ ー ジで公 開 。応 援 メ ッセー

ジ募集 中）、子 ども会議 を開 いて子 どもの 声 を きい てい る こ

と、来年度 もその方 向を進 め てい く旨や 、非 常 に重要な 「子

育ち」 とい う新 しい概念 への取 り組み な どが話され ま した。

津市 は今 年度 こ ども総合支 援室 設置 によ って、広 く子 ども

の ことを捉 え支援 して い く体 制 が作 られてい ます 。室長の 家

木さん よ り 「途切 れの ない支 援」 とい う言葉 を使 って、総合

支援室 の理念 と もいえ る話 しがさ れま した。条 例づ く りに関

して は、津市 と しての 方向 は定 まって いるもの の本格 的な始

動は これ か らとい うことな どが話 され ま した。

会場 か らは、条例 づ く りにむけた 理解 と積極性 を持 つ三重

県内の 自治体 を羨 む発言 と、 自県の こ とを嘆 く声 が出 され ま

した。進 行係 の私 は思わ ず熱 くな り役 割 を横 に置 いて 、自分

たちも待 ちの姿 勢 ではな く、行政 に変 わ っても らう動 き を し

てい くことこそ大切 と発信す る一幕 もあ りま した。

ア ドバ イザー のお二 人か らは、子 ど もの権利 条例 づ くりを

日本 中で手 掛 けてきた 専門 的なお立 場 か ら、沢 山の 問題提 起

があ りま した 。子 どもの S O S を受 け止 め る救済 機関 の設置 、

つま り、傷 つい た子 ども自身 が救済 され るシス テムの重 要 さ

であったり、様々な部署、特に学校・教育委員会関係の関わ

りが大 事 でi転るこ と、子 ども・ 市民・ 企 業e tc 、 できる だ け

多くの 人たち で作 り上 げてい くプ ロセスの 問題 、自治体 の子

ども施 策 に照 ら しての到 達度 の ことな ど、子 どもの権利 条例

づくりを考える上 で、示 唆する もので した。

打 ち合 わせ も全 くな く開始 され た シン ポジ ウム で したが 、

それだ けに素 のま まの ライ ブにな ってい たかも しれな い と進

行係は思 ってい ます。

子どもの権 利 条 約 第 94 号・ 2 008 年 12 月 15 日号

』



「札幌市子どもの最善の利益を

実現するための権利条例」可決成立す ！

佐々 木 一 （札幌市子どもの権利条例制定市民会議事務局長）

1 ．札幌市子どもの権利条例制定市民会議（略称 ：こどけん）

札幌市子どもの権利条例制定市民会議（以下 ：こどけん）

は、 2 0 0 5 年 4 月に設立され、札幌市子どもの権利条例の

制 定 の た め に 、 多 く の 活 動 を して き た 市 民 団 体 で す 。

2 0 0 8 年 3 月 1 5 日発行 の本 ニ ュース第 9 1号 でも 、制定 途

上の札 幌市の 状況 につ いて報告 しま した。 今回 も市民 団体

と しての 「こ どけん事 務局 長」 と して、2 0 0 8 年 3 月以 降

の子どもの権利条例に関わる諸事象を市民感覚の問題意識

を提供 しな が ら、条 例の可 決成 立ま でを振 り返 ってみ たい

と思 います 。（2 0 0 8 年3 月 以前 の状況 につ いて は、第 9 1

号の拙稿を参照下さい。）

2 ．第2 国定例市議会に提出された「子どもの権利に関する条

例案」

検討会議の答 申書を受けて、第 2 国定例市議会に提出さ

れた （仮称 ）札幌 市子 どもの権 利 に関す る条例案 には、当

初の 条例 案 を見直 す 中で の修 正 が二 点盛 り込 まれ ま した 。

前文 にお ける 「規 範意 識」 と第 1 2 条 （保 護者 の役 割） に

おける「指導、助言等」の挿入です。子どもを権利の主体

と考え る条約 の趣 旨か らすれ ば、大人 の側 か らの 修正規 定

は後退 であ るとの捉 え方 もで きますが 、そ れ以外 は、当 初

の条例案で不十分であった第5 章子どもの権利の侵害か ら

の救済 が具体 的 に盛 り込 まれた もの です。危 憤さ れて いた

程の大幅な後退は無 く、条例の名称にも 「権利」の二文字

が 残 り ま し た 。 今 回 の パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （2 0 0 8 ． 2 ．

2 8 ～3 ．2 8 ）で も、大人 1 1 7 人 に対 して、子 どもの意 見

が2 6 6 人 とな ってお り、子 どもたちの 関心の高 さが伺 われ

ま した 。

この 6 月の 第2 回定例 市 議会 で可 決 され る と思わ れた の

です が、「継続審 査」 とな って しまいま した。そ の理 由は、

主た る反対会 派であ る 自民党が地 元 に影響力 のあ る北5毎道

新 聞 に、 イ ラス ト入 りの 意見 広 告 を 出 し、 市 内の 街 頭 で

「ぁぶな い ！！子 どもの権 利条例 」 と悪 意 に東ちた イラ ス ト

入 りの チラ シを配布 した りして 、徹底 的 に闘 った こ と。支

援者個 人 による 「子 どもの 権利 条例 を制 定 しない こ とを望

む陳情」 を4 2 4 件も集 めて札幌 市議会 に提出 した ことも前

代未聞の こ とで した。賛成 派の陳情 なども併 せる と7 2 0 件

の陳 情 が市議 会 に寄 せ られた こ とに よ り、「意 見が割 れ て

いる」 と して 「継 続審議」 とな りま した。

』

また、その中で札幌市 P T A 協議会会長が 「札幌市子ども

子ど もの権 利 条約 第 94号 ・ 200 8年 12 月 15 日号

の権利に関する条例」の条文の一部削除を求める陳情を行

い ま した 。 要 旨 は 【「札 幌市 子 ど もの 権 利 に 関 する 条 例」

の条 文か ら、第 2 4 条お よび第 2 5 条を 削除 するよ う求め ま

す。なお、この条文が削除されない場合には同条例の制定

を しな い こと を求 めま す。】 とあ り、理 由の最 後 に は 【し

たがって、条例の制定そのものが学校現場の混乱を助長さ

せ る危 険性 さえ 危憤 され ま す。 この ため 、私 た ち は第 2 4

集お よび第 2 5 条の 条文 を削除 する よ う強 く求め ます。】 と

締め くく られて い ま した 。 削除 を求 め られ てい る第 2 4 条

と第 2 5 条は、子どもの権利条約の第 1 2 条 「子どもの意見

表明権 」 を札幌市 にお いて具 現化 する条 文で あ り、そ の 削

除 を求 める こ とは条例 その ものを否 定 してい ると思わ れ ま

す 。（但 し、 この会 長 は前 述の 「検 討 委員」 を務 め て い ま

した が 、 12 回 に及 ぶ 検討会 議 でそ の よ うな発 言 は一度 も

して いな いの で した 。）札 幌市 の子 ど もを持 つ大 人 を 代表

する立 場の方 が 、その よ うな 陳情を提 出 し、市 議会 で陳述

した こと は今 後 に大 きな 問題 を残す こと にな りま した。な

お 、市議会 で反 対陳述 を された 方々 （8 名 ） に は、神 社 に

勤務 される方 や 日本 会議 の役職 につ いてい る方 が複数 お り

ま した 。

3 ．第3 国定例市議会までの動き…陳情署名活動

前回の反対陳情を行 った人たちは「北海道神宮」参拝者

記帳所などにおいて、子どもの権利条例制定の「反対署名」

を集 めてい ま した 。新聞報 道 によれ ば2 2 ．0 0 0 筆を超 える

「反 対署 名」 を全国各 地か ら集め 、市議 会 に提出 しま した。

署名合 戦は 、子 どもの権 利の 本質的 な議論 を除 外 したお と

なの都 合で生 じる悲 しい現実 です が、超然 と した対応 が 出

来る ような状況 ではあ りません で した。私 たち 「こ どけん」

は、第 三回定 例市 議会 にむ け、街頭 に出 て、広 く札幌 市民

に子どもの権利条例の早期制定のための 「署名活動」の協

力 を呼 びか けま した 。「こど けん」 だ けで は力 量不 足 です

ので、条例制定に賛成の議会三会派の支持者の皆さんに声

をか けて、会 派 を超え て、市 民 による …札 幌市子 どもの権

利 に関する条 例の 制定 を求め る会 （略称 ：も とめる会 ） を

立ち上 げま した 。

私たちの活動は8 回に及ぶ街頭署名活動と各種研究会や

集会などで陳情署名を集めたわけですが、街頭では 「子ど

もの権 利」 や 「条 約や条 例」、「い じめ や虐待の こ と」 な ど

を、 道行 く市民 に丁寧 に語 りか けま した 。一筆 の署 名を頂



くの に約 6 0 分 間も 子育 て の 話 を した こ とも あ りま した 。

その結果、賛成陳情署名を市議会には9 ，6 0 0 筆 （その後

の追 加 を考慮 する と約 1 0 ，2 0 0 筆集 め ま した 。） を届 ける

ことが できま した 。

4 ．第3 国定例市議会、名称の変更と付帯決議…政治的な駆け

引き決定

最後まで反対討論を行い、反対の立場を買いた自民党で

したが、前回の 「継続審査」の提案をした、公明党が賛成

に 回 った こ とで 1 1 月 7 日の 市 議会 本会 議最 終 日 に賛成 多

数 で可 決成立 しま した。 内容 は前 回の 条例案 と一 切変わ ら

ずに、名称が 「子どもの最善の利益を実現するための管理

条例」 に変更 しただ けです 。 また、付 帯決議 が付 け られ ま

したが 、その 内容 は 【札幌 市の 将来 を担 う子 どもたちの 幸

せを願 い、安心 して 生き る権利 を保障 し、子 ど もたちの 社

会参加と意見を尊重 し、子どもの未来に希望の世紀を実現

する ため に制 定す る もの であ る。 従 って、 条例 の趣 旨と

その成立 に至 った経 緯を十 分 に踏 まえ なが ら、多 くの市 民

に理解を求 め、その 為の努力 を惜 しんではな らない 。更 に、

jニ弧た⊥．児童出 払ヒ重

量五血三丘出 且＿＿私たちは、本条例の施行以降の
状 況 につ いて 、議会 に報告 を求 め るも の であ る。】 とあ り

ます 。（下 線、筆者 ） これ らの 決議 のいず れも 問題 は無 く、

特 に、下線部において、条例の解釈・運用を子どもの権利

条約 に基づ くもの と明文化 して いる ことを積 極的 に評価 い

た します。
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札幌市の上田市長が革新系の市長であることが、このよ

うな困難な政治的対立を経なければ、条例成立に到達 しな

か った ことの原 因の 一つ なの か。 日本 の政 治状 況のバ ック

ラ ッシ ュが、子 ど もの権利 条例 の制 定に逆 風 とな ってい る

のか。札幌市子どもの権利条例の制定過程は、上田市長の

願 いも あ って 、市 民参 加・ 子 ど も参加 で進 ん で きま した 。

私た ち 「こど けん」 は条例 の制 定過程 に積極 的 に関 り活動

を続 けて きま した。私 たち は 、条例の 内容 もその 制定過 程

も、札 幌 ら しい優れ たもの にな っている と自負 してい ます 。

二国に亘る札幌市議会への陳情と署名活動は、草の根民主

主義 と保守 との 総力戦 の様相 を呈 して しまいま したが 、大

人の子 ども観の ぶつ か り合 い は、そ う容易 に理解 しあ える

もの ではな いことを改 めて 自戒 した ところ です。

これ か ら は成 立 した 札 幌市 子 ども の権 利 条 例 にi尭を入

れ、 その実 施 を確実 なもの に してい くため には 、行政や 議

員 に任 せ きるの で はな く、 市民の 関わ りで実 りあ るもの に

して い くことが重 要 であ ろ うと決 意表 明 して、今 回の報告

といた します 。

（ 1 ）札幌市子どもの権利条例制定市民会議 （こどけん） H P

h t t p ：／／W W W ．n e ．j p ／a s a h i／S a P P O 「○／k o d o m o n o k e n「 ijy o u「e i／

（ 2 ）札幌市子ども未来局 H P

h ttp ：／／W W W ．C ity．s a p p o「0 ．jp／ko d o m o／k e n「i／

◎臣－。一弓◎ 臣－。く 】⑳ 臣－。く 王⑳臣－。一q ◎臣－。一弓 ⑳臣－。く 】◎臣－。一弓⑳ 臣－。く 1◎ 臣－。くq ⑳ 臣－。一弓⑳ 臣－。一弓◎ 臣－。一弓◎ 仁一。一弓◎ 臣－。く3 ⑳臣－。くヨ⑳臣－・く 王◎臣－。一弓◎仁一。く弓◎臣－。くq ◎臣－。く∃◎臣－。一q ◎ 臣－。くヨ◎ 臣－○・句 ⑳ 仁一○一∃

札幌市子どもの最善の利益 を実現するための権利条例

（平成20年11月 7 日／札 幌市条例第36号 ）

（ 前文）

すべ ての子どもは、未来 と世界へ羽ばた く可 能性 に満ちた 、かけがえのない存在 です。

日本 には、平 和な社 会を築 き 、基本 的人権 を大切 にす る 日本 国憲法 があ ります 。さ らに、 日本 は、世界 の国 々 と、

子どもの権 利に関 して条約 を結び 、誰 もが生 まれた ときか ら権 利の 主体で あ り、 あ らゆる差 別や不 利益 を受ける こと

なく、自分 らしく、豊か に成 長・ 発達 して いくことを認め、 これを大切にする ことを約束 してい ます。

子 ども は、子 どもが持つ権 利を正 しく学 び、感 じた こと、考えた ことを 自由 に表 明 し、 自分 にかかわ るこ とに参カロ

する ことができます 。 こう した経験 を通 して、 自分 が大切 にされて いる ことを実感 し、 自分 と同 じよ うに、他の人 も

大切 にしな ければな らな いことを学 びます 。そ して、お互 いの権利 を尊重 し合 うことを身 につ け、規範意 識を は ぐく

みます。

大人 は、子 ども 自身 の成長 ・発 達す る力 を認 め ると ともに 、言 葉や 表情 、 しぐさか ら、気持 ち を十分 に受 け止め 、

子どもの最善の利益のた めに、子どもが直面 する ことにつ いて、ともに考え 、支 えてい く責任が あ ります0

子どもの権利を大切 にすることは、子 どもが 自分の人生 を自分 で選び、 自信 と誇 りを持 って生 きてい くように励 ま

すことです。それ によって子どもは、 自 ら考 え、責任を持 って行動できる大人へ と育 っていき ます。

子 どもは、社会 の一員 と して尊重 され 、大 人 ととも に札 幌の まちづ く りを担 ってい きます。子 ども が参加 し、子 ど

もの視点 に立 ってつく られたまちは、すべ ての人 にとってやさ しいまち とな ります。

私 たちは、 こ うした考 えのも と、こ こに、 日本 国憲法及 び児童 の権利 に関す る条約の 理念 に基づ き、子 どもの権利

の保障を進め ることを宣言 し、 この条例 を制 定 します。

子 ど もの権 利条 約 第 94 号・ 20 08年 12 月 15 日号
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第 1 章 総則 （第 1 条一第3 条）

第2 章 子どもの権利の普及 （第4 条一第6 条）

第 4 条 広報及び普及

第 5 条 子どもの権利の日

第 6 条 学習等への支援

第3 章 子 ども にとって大切な権利 （第 7 条 一第 1 1 条）

第 7 菓 子 どもにと って大切な権 利

第 8 条 安心 して生きる権利

第 9 条 自分 ら しく生きる権利

第 10 条 豊かに育つ権利

第 1 1条 参加する権利

第4 章 生活の場における権利の保障

第 1 節 家庭における権利の保障 （第 1 2条・第 1 3 条）

第 2 節 育ち学ぶ施設における権利の保障（第 14 条一案 19 条）

第 3 節 地域における権利の保障 （第 2 0 条一第 2 3 条）

第 4 節 参加・意見表明の機会の保障（第2 4 条一第2 7 条）

第 5 節 子どものそれぞれの状況に応 じた権利の保障 （第 2 8 条）

第 6 節 子どもの育ちや成長にかかわる大人への支援 （第 2 9 条一第 3 1条）

第5 章 子 どもの権利の侵害 か らの救済 （第 3 2 条 一策4 4 条 ）

第6 章 施策の推進 （第4 5条・第4 6条）

第7 章 子どもの権利の保障の検証（第4 7 条・第4 8 条）

第8 章 雑則 （第4 9 条）
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「札幌市子どもの最善の利益を実現 するための権利条例」の付帯決議

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」は、札幌市の将来を担う子どもたちの幸せを願い、安心

して生 きる権利 を保障 し、子 どもたちの社会参加 と意見を尊重 し、子 どもの未来に希望の世紀 を実現するた めに制定

するものであ る。

従 って 、条例 の趣旨 とその成立 に至 った経緯 を十分 に踏まえなが ら、多 くの市民に理角牢を求 め、その為の努力 を惜

しんで はな らない。

更 に、 この条例 は、我が国が 19 9 4 年 に国際条約 と して批准 した 「児童 の権利 に関す る条 約」を札幌市 において具

体化するもの であ り、本条例の解釈・ 運用は同国際条 約に基づいて行わな ければな らない。

私たち は、本条 例の施行以降の状 況について 、議会 に報告を求めるもの である。

以上決議する。

平成 2 0 年 （2 0 0 8 年 ） 1 1月 7 日

札 幌 市 議 会

』
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第 1 回茅野市 こども会議

～子 どもと大人は茅野市の未来を創るパー トナー～

茅野市制施行朗周年記念事業 として、茅野市 こ ども会議が行われた。 中学生や高校生が感 じている ことを環境、福祉、教育 ・

インタ ー ネ ッ ト・ ケ 一 夕 イ、 社 会 の 4 つ の テー マ に絞 り、 市 政 に訴 えた い こ と を発 表 した。 2 1名 の こ ど も会 議 運 営 委 員 た ち は、

各グループに分 かれて意見 を出 し合 い、各 中学校、団体でア ンケー トを実施 した り、た くさんの会議 を重 ね話 し合い を行 うな ど

して 、 こ ど も会 議 を むか えた。

茅野市 民会館 マ ルチ ホー ル で、市 民 約25 0名 が傍 聴 す る中 、会 議 が開 か れた 松平千代一茅野市長に要望・提言書 を提出

子どもたちだって社会の一員

藤 森 沙 希 （運営委員長・高3）

『子どもたちだって社会の一員』このことをみんなと一緒に示す

ため、第 1 回茅野市こども会議運営委員長を務めさせていただきま

した。

まず私は茅 野市 リー ダー スク ラブ （ C L C ）の 代表 と して参加 さ

せて いただ きま した。 C L C で は 『こども たち が こどもた ちのた め

に自ら企画 し実行 する 』をモ ッ トー に高校生 が 中心 とな って お楽 し

み会やキャンプの企画運営などの活動をしていますが、今回のこの

会議で は、 このモ ッ トー が活 かさ れ、 そ して しっか り市 長さ んたち

大人に伝えることができたのではないかと思います。子どもたちだ

つて、この社会で、茅野市で生きているんです。 しか し、その生活

を通 して 感 じる ことを伝 える場 は少 な い。で すか ら、 これか らも こ

のこども会議が続き、そ して、全国の市区町村でこども会議のよう

なもの が開か れるよ うにな ってい ってほ しい と思 います 。

僕のまち、茅野市が好き

両 角 祐 輝 （副運営委員長・中3）

僕 は この 第 1 回 こども会議 を迎 え るまで 初め ての経験 が 多 くあ り

ました。

他の中学校の人たちと友達になれたということや高校生の人たちと

一緒 に話 し合い を した こ と、そ して何 よ り茅 野市 につ いて真 剣 に考

えた ことです 。

こども会議へ向けた運営委員会が立ち上が ったとき、大人の前で

何を言えばいいんだろう、僕たちの考えは大人の人たちに伝わるの

かと最初は不安でした。でも、大人の人たちは、僕たち子どもの考

えを尊 重 して くださ り、僕た ち を子 どもで はな く一 茅野 市民 と して

みて くだ さ って 、す ごくうれ しか ったで す。

僕はこの運営委員会を重ね、こども会議をやってみて茅野市のよ

いところ を新 た に見 つけ ま した。例 えば今 回の こども会議 のよ うに、

大人の 人 が 子 ども の意 見 を 聞 こ うと い う場 を 作 って くださ った こ

と、これ は他の 市 を見て もそん な に多 くは無 い と思い ます。 こ こに

大人 と子 どもの 強い 絆 を感 じま した。 このよ うな すば ら しいこ ども

会議が、来年、再来年と回を重ねていき、最終的には今回のように

子どもが市長に一方的に提言するのではなく、子どもと大人が一緒

にな って茅 野市 を どうすれ ば よ り良 くな るの かと い う話 し合 いが出

来る場になれば良いと思います。

子どもの 権利 条 約 第 9 4号 ・ 200 8年 12 月 15 日号

』



茅野市こども会議の背景

～「子 どもが主役」 を支 える～

1 1 月 1 5 日、茅野市では市制施行5 0 周年記念事業の一つ

として第 1 回 こど も会 議 が開 催 さ れ た。 こ ど も会 議 は平 成

14 年度 にで きた茅 野 市 こども・ 家 庭応 援計 画 （通称 どん ぐ

りプラン） にも掲 げ られ てお り、重要 性は認 識 されて いたも

のの なかな か実現 に至 らなか った。今 回行政 の弓重い意向 もあ

り第 1 回が 開催 されたが 、今ま でにな か った この よ うな会 議

が開 催され た ことに大き な意味 があ る。第 1 回の会 議の完 成

度はそれ程 い らな いが、次 回に繋 がる会 議 に しな ければ な ら

ない。今 回の 会議 はその 目的を十 分 に果 たす ことができ たの

ではな いか と思 う。

それができた背景には茅野市が行j放と市民で進めてきた子

育てへ の強 い思 いがあ ったか らだと思 えてな らな い。私 は今

回コー デ ィネ ー ターとい う立場 で この会 議 に関わ ったが 、そ

れは私が茅野市子ども会育成連絡協議会の会長という立場 に

あった か らで ある 。子 ども会 育成会 の 活動 目標 は 「子 どもが

主役の 子ども会 」の 実現 を掲げ ている 。この 目標 は子 ども 自

らが考 え行動 する 。その 中で こどもの成 長を願 うとい うもの

で、大人 はそ の環境 を整え る ことに専念 する とい うもの であ

る。 この考えの 基で 活動 を して きた茅野 市 リーダー スク ラブ

茅野 市 こども会 議 コーデ ィネ ータ ー

山 田 周 平 （茅野市子ども会育成連絡協議会）

（ C L C ） の メンバ ーが 今 回の こど も会 議 の中 で果 た した役 割

は大 きか っ7こ。 ま た茅 野 市 で は どん ぐ りプラ ン 推進 の 中 で

「 C H U K O らん どチ ノチ ノ」 とい う中 学生 、高 校生 の 居場所

を駅前 に作 ったが 、 この運営 にお いても子 ど も運 営 委員会 の

中で こども達 の手 で行 われて いる。 この子 ども運 営委 員会 か

らも何 人 か今 回 の こ ども 会 議 の メ ンバ ー に入 っ て くれ た 。

C L C 、子 ども運 営委員 、それ と各 学校 か らの推 薦者 が一緒 に

進める こ とによ り今 回の こ ども会議の 成功 があ った と思われ

る。

さ らに今後 この子 ども会 議 を継続 させ発 展させ てい く こと

によ りそ こに参加 した子 ども達 が成長 して い くととも に、子

どもを真 のパ ー トナ ー と したま ちづ く りの実 現が 出来 るので

はないだ ろ うか。

●●

＼＿′

●

●

●

由申申由 由曲曲曲串 申申申 申中田 由虫歯曲 申申申申 申申額 中也由 曲曲申 申申申 申宙申串 由車中 申申申車 中申 由曲曲申 串申申 申申申中 歯曲曲 申申申申 申申申 中歯各 曲申申由 申申申 沸

申
申
申

申
由
申

申
由

申
車

中
申
宙

申
申
由

申
申

宙
申
申

由
申

由
申
申

申
申

申
申
由

由
申
申

串
申
申

曲
申
申

曲
申

申
申
申

曲
由

申
申

缶
申
申

申
申
申

申
由

申
虫
歯

車
中

＜ 編集後記 ＞

「子 ども の権利 条約 フ ォー ラム in み え」 の子 ど もの広 場で は、 ミニス テー ジが 行わ

れて いた。「タ ンス」「ギタ ーの弓学き語 り」「ソーラ ン」 ‥・ス テー ジの上 では 、子 ども 、

著者たちが出演。学芸会とは違い、どのパフォーマンスも熱い。そ して、その出演数

の多 さ ‥・5 時 間で は足 りな い とい う感 じ。 このス テー ジの 出演 者の 一部 は、他 の分 科

会や全 体会 には参 加 してい ない よ うだ った。「フ ォーラ ムの 内容は よ くわ か らない け ど

（？）、踊 りた い 、歌 いた い、観 て ほ しい 、聴 いて ほ しい」 と集 ま った のだ 。そ ういえ

ばオ ー プニ ンクの バ ン ドの メ ンバ ー も、演 奏 が終 わ った ら、 す ぐ帰 って い った 。 イ ン

タビュー した 際 に、 こち らか らの 問い か け に 「子 ど もの権 利 って大 切 だ と思 う。 い じ

めは嫌 だ。」 とだ け こた え、 あ とは も っば ら音 楽 の話 。（私 自身 がバ ン ド好 きな た め 、

大い に盛 り上 がる 。）

と か く私 た ちお とな は 、子 ど もに対 して、 お とな にと って都 合の 良 い表現 を さ せよ

うと して しま いが ちだ が 、 自分 の 思い を言 葉 で伝 えよ うとす る人 もい る し、堅 苦 しく

感じる ことが 苦手 で、 自分 の好 き な こと で表現 す る人 も いる 。そ んな い ろいろ な子 ど

もた ちが、 この フ ォー ラム に参 カロす る ことがで きた 。子 ども参 画の ため には 、「な んだ

か、 め ん ど くさい」 と子 ど もに 感 じさ せ て しま う ‘‘ち ゃん と する ” ぉ となの 期 待 を、

少し取 り除 いた方 がい いのか も しれない 。

初 日 、バ ン ドの ギ タ リス トに 「子 どもの 権利 って ど う思 う ？」 と野 暮な 聞き 方 を し

た私 は 、2 日 目の子 どもの 広場 ミ ニス テー ジでの パ フ ォー マ ンス を “そ の まま ”楽 し

んだ。（N ．K ）
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